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により、措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公

表する。
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監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

今 治 地 方 局 総 務 福 祉 部 平成１５年７月１６日

西 条 地 方 局 総 務 福 祉 部 平成１５年８月１９日

八幡浜地方局大洲土木事務所 平成１５年８月２６日

八 幡 浜 地 方 局 総 務 福 祉 部 平成１５年９月４日

八 幡 浜 地 方 局 建 設 部 平成１５年９月５日

松 山 地 方 局 総 務 福 祉 部 平成１５年９月８日
平成１５年９月１０日

松 山 地 方 局 産 業 経 済 部 平成１５年９月１１日

松 山 地 方 局 建 設 部 平成１５年９月１２日

（監査の結果）

１ 県税については、適期収入に留意するとともに滞納繰越分の整

理についても一層の努力が望まれる。（今治地方局総務福祉部）

（西条地方局総務福祉部）

（八幡浜地方局総務福祉部）

２ 県税については、適期収入に留意するとともに滞納繰越分の整

理についてもなお一層の努力が望まれる。

（松山地方局総務福祉部）

３ 母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償

還金については、適期収入に留意するとともに滞納繰越分の整理

についてもなお一層の努力が望まれる。

（八幡浜地方局総務福祉部）

４ 母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償

還金については、適期収入に留意するとともに滞納繰越分の整理

についても一層の努力が望まれる。 （松山地方局総務福祉部）

５ 違約金（工事請負契約に伴うもの）については、収入未済額が

あるので早期収入に一層の努力が望まれる。

（松山地方局産業経済部）

６ 違約金及び延滞利息（工事請負契約に伴うもの）については、

収入未済額があるので早期収入に一層の努力が望まれる。

（八幡浜地方局大洲土木事務所）

７ 県営住宅貸付料については、適期収入に留意するとともに滞納

繰越分の整理についても一層の努力が望まれる。

（八幡浜地方局建設部）

（松山地方局建設部）

（措置の内容）

１ 今治地方局総務福祉部

県税の適期収入については、納税貯蓄組合の育成指導や広報等

により自主納税の促進に努めました。

滞納となったものについては、各地方局の税務（管理）課長を

委員とする県税徴収確保対策委員会において、滞納繰越額縮減計

画を策定し、滞納整理強化月間を定めて、夜間電話催告・夜間徴

収等計画的な滞納整理を実施するとともに、滞納事案の整理促進

を目的とした滞納整理における進行管理を行い、差押の早期着手

と換価処分の実施等、滞納税の徴収に努力しました。

その結果、平成１５年度に繰越した未収入金９４３，６５６，５４６円が平

成１６年３月３１日現在で７５１，２４１，７８９円に減少しました。

今後とも、納税秩序を確立し、税収の確保を図るため、県税の

適期収入に留意するとともに滞納繰越分の整理に努めます。

２ 西条地方局総務福祉部

県税の適期収入については、納税貯蓄組合の育成指導や広報等

による啓発により自主納税の促進に努めている。

滞納繰越分の整理にあたっては、滞納整理進行管理検討会議を

開催、年間目標並びに行動計画を策定するとともに、特に１２月、

２月を滞納整理、滞納処分強化月間として設定、全課体制で、休

日徴収、夜間集中電話催告、夜間臨戸徴収などを実施し滞納整理

に努めた。

また、滞納繰越額の２分の１を占める個人県民税については、

管内市町村と連携を密にし、共同催告文書の送付、共同徴収の実

施を積極的に働きかけるとともに、特別徴収未指定事業主に対し

ての特別徴収への移行指導を行った。

更に常習悪質滞納者に対し、預貯金・給与・売掛金等、債権を

中心に毅然とした姿勢で差押えを行い、滞納額の縮減に努めた結

果、平成１５年度に繰り越した未収金７８６，４５７，４４７円が、平成１６年

３月３１日現在５４９，２０４，４８６円に減少した。

今後も納税秩序を確立し、税収の確保を図るため、県税の適期

収入に留意するとともに、滞納繰越額の整理に努めてまいりたい

。

３ 八幡浜地方局大洲土木事務所

債務者（法人）代表者に対して、催告書の送付及び自宅訪問を

行い、引き続き督促を行っているが、平成１５年８月２２日以降、居

所不明となっている。

現在、長浜町役場等を通じて行方を調査中であり、行方が判明

次第面談等を行い、早期納入を図りたい。

４ 八幡浜地方局総務福祉部

� 県税の適期収入については、納税貯蓄組合の育成指導や広報

等による啓発により自主納税の促進に努めました。

滞納となったものについては、税務課長等を委員とする県税

徴収確保対策委員会を設置し、滞納繰越額縮減計画の策定、滞

納整理特別対策月間の設定、夜間・休日の滞納整理、差押の早

期着手と換価処分の促進等を実施し、滞納整理に努力した結果

、平成１５年度に繰り越した未収入金２３７，９４１，０９５円が、平成１６

年３月３１日現在で、１６１，６３４，４２０円に減少しました。

毎週（火・金）曜日発行 第１５９２号外１ 平成１６年９月１４日

平成１６年９月１４日火曜日 第１５９２号外１

愛 媛 県 報

１



�������
�公表第２５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定

により、措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公

表する。

平成１６年９月１４日

愛媛県監査委員 吉 久 宏

同 柳 澤 正 三

同 西 原 進 平

同 壺 内 紘 光

今後も、納税秩序を確立し、税収の確保を図るため、県税の

適期収入に留意するとともに滞納繰越分の整理に努めます。

� 母子寡婦福祉資金特別会計における貸付金償還金については

、資金の貸付申請時に、母子自立支援員と連携して、制度の十

分な説明と適正な償還計画の指導を行うとともに、償還開始時

期には借受者にこの旨連絡し、重ねて納入指導を行うなど、適

期収入に努めるとともに、納付がなかった者については、督促

状の発送、借主又は保証人に対し電話や訪問による督促を行う

など償還指導に努めてまいりました。

しかしながら、近年の景気の低迷による就職困難や疾病等に

より、生活に困窮し償還困難な者が多く、償還未済額は３，９４８

，５１９円となりました。

なお、前年度からの滞納分については、３，４５３，７０９円の調停

額に対し、２５８，０７６円の償還、償還率７．５％（対前年＋３．１ポ

イント）となっており、滞納者１８名中１０名から一部納入を得る

ことができました。

この貸付金償還金は、新規貸付申込者の財源ともなることか

ら、今後とも、借受者の生活状況に応じた適切な償還指導によ

り収入の確保に努めてまいりたい。

５ 八幡浜地方局建設部

平成１４年度及び過年度分の県営住宅貸付料の滞納者については

、愛媛県県営住宅家賃滞納整理要領に基づき、本人及び保証人に

対し、督促状の送付、呼出し、個別訪問等により未収金の早期納

入に努めている。

６ 松山地方局総務福祉部

� 県税の適期収入については、納税貯蓄組合の指導や広報等に

よる啓発により期限内自主納税の促進に努めました。

滞納となったものについては、総務部管理局税務課長及び各

地方局の税務管理課長等を委員とする県税徴収確保対策委員会

で徴収確保対策について幅広く検討するとともに、滞納整理行

動計画を策定し、滞納整理特別対策月間の設定、夜間・休日の

電話催告・臨戸徴収等による滞納整理の強化、個人県民税の市

町との共同徴収、差押え等の早期着手、換価処分の促進等を実

施するなど滞納整理に努めた結果、松山地方局管内において平

成１５年度に繰り越した未収金４，３８５，１０２，９７２円は平成１６年３月

３１日現在で、２，７８０，６３６，５４８円に減少しました。

今後も、納税秩序を確立し、税収の確保を図るため、県税の

適期収入に留意するとともに滞納繰越分の整理に努めます。

� 母子寡婦福祉資金特別会計における貸付金償還金については

、資金の貸付申請時に、母子自立支援員と連携して、制度の十

分な説明と適正な償還計画の指導を行うとともに、償還開始時

期には借受者にこの旨連絡し、重ねて納入指導を行うなど、適

期収入に努めるとともに、納付がなかった者については、督促

状の発送、借主又は保証人に対し電話や訪問による督促を行う

など償還指導に努めてまいりました。

しかしながら、近年の景気の低迷による就職困難や疾病等に

より、生活に困窮し償還困難な者が多く、償還未済額は５，３０７

，３２８円となりました。

なお、前年度からの滞納分については、５，０９３，１５９円の調停

額に対し、３８０，６２６円の償還、償還率７．５％（対前年＋２．９ポ

イント）となっており、滞納者１２名中５名から一部納入を得る

ことができました。

この貸付金償還金は、新規貸付申込者の財源ともなることか

ら、今後とも、借受者の生活状況に応じた適切な償還指導によ

り収入の確保に努めてまいりたい。

７ 松山地方局産業経済部

工事請負契約に伴う違約金の収入未済額４，２８６，８００円（違約金

３，９６５，０００円・延滞金３２１，８００円）については、契約相手方が破

産宣告を受けたことから、債権を確保するため破産債権の届出を

行っている。

現在、破産管財人が債権整理中であり配当通知があれば適正に

処理したい。

８ 松山地方局建設部

平成１４年度及び過年度分の県営住宅貸付料の滞納者については

、愛媛県県営住宅家賃滞納整理要領に基づき、本人及び保証人に

対し、督促状の送付、呼出し、戸別訪問等により未収金の早期収

入に努めた。その結果、１５年度においては前年度と比べて収納率

を１．２３ポイント向上させた。

また、特に悪質滞納者に対しては、１５年度は２４名に対し明渡請

求を行ったほか、積極的に納付指導も行い、滞納の解消に努めて

いる。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

経 営 支 援 課 平成１５年１０月１４日

（監査の結果）

１ 中小企業振興資金特別会計における高度化資金貸付金償還金及

び施設共同化資金貸付金償還金については、滞納繰越分の整理に

なお一層の努力が望まれる。

２ 中小企業振興資金特別会計における繊維工業構造改善資金貸付

金償還金については、適期収入に留意するとともに滞納繰越分の

整理についても努力が望まれる。

３ 中小企業振興資金特別会計における設備近代化資金貸付金償還

金については、適期収入に留意するとともに滞納繰越分の整理に

ついても一層の努力が望まれる。

（措置の内容）

１ 高度化資金貸付金償還金の未収入金については、一部について

平成１６年２月定例県議会において、権利放棄し、不納欠損処分を

行ったところである。残部については，処理方法の検討などに鋭

意努力している。

施設共同化資金貸付金については、貸付主体である独立行政法

人中小企業基盤整備機構と協調し滞納繰越分の整理に努めており

、平成１６年度も引き続き鋭意努力している。

２ 貸付主体である独立行政法人中小企業基盤整備機構と協調し、

未収入金の適期収入に努めており、平成１６年度も引き続き鋭意努

力している。

３ 経営支援課及び各地方局担当職員により、滞納繰越分の当該企

業についての現況把握を行うとともに、分割納入等による徴収等

に努めており、平成１６年度も引き続き鋭意努力している。

また、履行期限到来後、長期間が経過しているもののうち、債

務者に対する請求が事実上困難になった貸付債権について、平成

１６年２月の定例県議会の議決を経て権利放棄し、不納欠損処理を

行ったところである。

平成１６年９月１４日 印刷
平成１６年９月１４日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円２
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